
 
 四 谷 地 区 三 小 学 校 
統合協議会だより 
・校庭の材質はどうなるのか。  
(教委 ) 質のよいものが出来ているので、人工芝を考えている。数

子供たちは快適そうで、教員の評判も良かった。けがをしに

直後でも使用できる。  

・校庭に水飲み場は作るのか。  
(営繕 ) 作る予定。細部はこれから決めていく。  

・四小のＰＴＡから、桜を全部残す必要はないので、一部を取り除い

るようにしてほしいという要望があったが、それは検討されたのか

(教委 ) 桜を残すのは緑を保全して地域の環境を守るという、区の
るもの。一小の記念にということではないので、ご理解い

・中庭の吹抜けには屋根をつけるのか。  
(営繕 ) つけない。つけると消防法の関係で排煙設備等が必要にな

かかる。費用対効果で考えると合理的でない。  

・外のトイレは校庭開放専用と考えてよいか。日常子供たちに使わせ

心配がある。１階の職員用トイレを子供も使えるものにしてほしい

(教委 ) 外のトイレの使用は学校で判断していただきたい。職員用
後日報告したい。  

・幼保施設と小学校が行き来できるのは中庭のテラスからだけか。  
(営繕 ) 中庭と園庭のテラスからになる。建物の内部をつなげると

ンクラーが必要になるなど、費用がかかりすぎてしまう。

・四小ＰＴＡには良い学校が四谷にあることを示す意味で、標準服が

がある。検討していただけないか。  
  (教委 ) これまで新宿区立の小学校には標準服はない。学校とよく

えしたい。  
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 11 月 30 日（火） 19 時より四谷第三小学校で第 11 回の協議会が開催されました。  
  はじめに営繕課長から、基本設計案の最終的な提示と説明があり、この案に沿って来年
１月中旬までに基本設計を完成させていくことが確認されました。  
 つづいて四谷小学校の校歌・校章の決め方について協議されました。その結果、いずれ

も三小・四小の教員による作成委員会のような組織に、児童から募集するかどうかも含め

て案の作成を一任し、いくつかの案の中から協議会が選定することとなりました。  
その他主な発言内容は下記のとおりです。  
校視察してきたが、

くく、雨が降った

て校庭が広く使え

。  
基本的な方針によ  
ただきたい。  

り、多大な費用が  

るのは犯罪にあう

。  
トイレは検討して  

消防法上、スプリ

 

ほしいという意見

検討して後日お答  
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